
菊池市地域生活支援拠点等の紹介（多機能拠点整備型）

～熊本県菊池市の多機能拠点整備型における取組について～
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熊本県北部を流れる菊池川の上流、熊本市から北東約２５ｋｍの場所に位置し、菊池温

泉、菊池神社、菊池渓谷が観光スポットとなっている。また、菊池渓谷においては、日本名
水百選にも選ばれており、米の生産にあたっては、「七城のこめ」が全国の名産米を集め
る食味会において２度に渡り全国１位に輝いている。
菊池市出身の代表的な有名人は、天才バカボンのパパが菊池市七城中学校出身という

設定となっている。

人 口：４９，１６９人（２０１８年７月末時点）
男女比率：２３，５７２人（男性）、２５，５９７人（女性）
年 齢 別： ６，４８８人（０歳～１４歳）

２７，０１３人（１５歳～６４歳）
１５，７０８人（６５歳以上）

身体障害者手帳所持者 2,419人
療育手帳所持者 485人
精神障害者手帳所持者 353人

熊本県菊池市について

計 3,257人（人口対比６％）
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社会福祉法人菊愛会について
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多機能拠点整備型での全体図

○輝なっせ
児童発達支援、放課後等デイサービス、
保育所等訪問支援、日中一時支援
〇菊池圏域地域療育センターゆうず
在宅支援訪問療育等指導事業
在宅支援外来療育等指導事業
施設支援一般指導事業
〇子どもの学習援助事業・地震対策分
○多機能型支援事業所 笑みっこ
児童発達支援、放課後等デイサービス
〇企業主導型保育所 りとる♡まむ

○障がい者サポートホームわらび
施設入所支援、生活介護
短期入所（日中一時支援含む）

○生活介護事業所 ほほえみ、すまいる

○相談支援事業所 コミュニティはうす明日
計画相談支援（障害児含む）、委託相談
地域移行支援・地域定着支援
自立生活援助、菊池市障がい者虐待防止センター
生計困難者レスキュー事業（社会貢献事業）
○障害者就業・支援センターがまだす
○生活困窮者自立相談支援事業（山鹿市）
○生活困窮者就労準備支援事業（熊本県）
〇八代市被保護者・生活困窮者就労準備支援事業
○大津町地域支え合い生活自立支援事業

○共同生活援助 あおぞら（４ホーム）、
イズム（８ホーム）

○就労支援センターかもん・ゆ～す
就労移行支援、就労継続支援B型

○旅館 清流荘
短期入所（単独型）、就労継続支援A型

○在宅支援センターへるぷねっと
居宅介護、重度訪問介護、
行動援護・同行援護・移動支援 ○養護老人ホーム ふじのわ荘、こすもす荘

○居宅介護支援事業所 ゆめぷらん
○訪問介護事業所 たまゆら

○地域ふれあいホームつどいなっせ
○地域活動支援センター（Ⅲ型）つどい
○日中一時支援事業 ふる～る

○強度行動障害支援者養成研修事業

○地域密着型通所介護事業 みちのうえ

暮らす学 ぶ

働 く楽しむ
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熊本県菊池市において実施。

熊本県菊池市における地域生活支援拠点等について

知的障害者、精神障害者、発達障害者、その他の心身の機
能の障害者（難病等）、障害児

なお、現に障害福祉サービスの利用対象であるか否かは問
わない。

平成３０年３月に菊池市より依頼を受け、社会福祉法人菊愛会において、障害者の高齢
化・重度化や「親亡き後」を見据え、また、障害者の地域生活を推進していく観点から、障
害者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるための支援や緊急時における障害児・
者への居住支援及び日中支援を法人全体で切れ目なく提供を行うこととしている。

支援対象者について

実施地域について

多機能拠点整備型において運用を実施。

整備類型について

また、平成３２年度末までに菊池圏域２市２町（菊池市・合志市・
大津町・菊陽町において、プラス面的整備型で運用していく予定。
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菊池市における多機能拠点整備型の体制については、相談支援事業所が相談受付を
行い、ご本人の状況確認を訪問・電話等により状況確認を行う。次に居住支援の有無につ
いては、市と協議したうえで判断する。なお、居住支援の場については、現時点で法人内
の２ケ所（8名）の短期入所いずれかにおいて受入れを行う体制を構築している。

熊本県菊池市における多機能拠点整備型について

緊急事案の対応について（例）

虐待事案の発生の場合

緊急相談（Ｓｔａｇｅ１)

緊急派遣（Ｓｔａｇｅ２）

居住支援（Ｓｔａｇｅ３）

再発防止（Ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ）

依頼

日中支援（Ｉｆ ｎｅｃｅｓｓａｒｙ）

民生委員等
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緊急事案の対応について（具体例）

①緊急相談機能

②緊急派遣機能

③居住支援機能

⑤再発防止機能

２４時間３６５日（主に夜間）の緊急相談（本人のパ
ニック、家族の入院、死亡、虐待等）

・状況把握（居住支援の必要性を判断）
・虐待等における保護要請等における対応
（市と連携して、家族等への介入）

・短期入所等への情報提供及び依頼
・本人への一時保護
・居住支援先への送迎及び同泊

・ケース会議等の開催
・継続的な関わり（訪問又は民生委員へ見守依頼）
・関係機関への情報提供及び連携

支援段階

居住支援の有無については、①、②の対応結果において判断される。そのため緊急事
案が必ずしも居住支援へ繋がるとは限らない。
また、日中支援機能については、ご本人が希望された際に提供する。

④日中支援機能
（必要に応じて）

・法人内日中活動系サービスへの繋ぎ（体験等）
・事業所間の送迎等
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社会福祉法人菊愛会における地域生活支援拠点等の構図について（多機能拠点整備型）

相 談

・委託相談
・特定相談
・地域移行支援
・地域定着支援
・レスキュー事業 等

【コーディネート役】

コミュニティはうす明日
安心コールセンター
（24時間対応）

【居住支援】
あおぞら、イズム
（共同生活援助）

【居住支援】
ふじのわ荘（養護老人ホーム）

【日中支援】
生活介護事業所ほほえみ、すまいる

【日中支援】
地域活動支援センターⅢ型つどい
日中一時支援事業ふる～る

【日中支援】
輝なっせ

（障害児通所支援）

【居住支援】
サポートホームわらび（短期入所）

【緊急時の対応】
在宅支援センター
へるぷねっと

【居住支援】
地域ふれあいホーム
つどいなっせ

【居住支援・日中支援】
旅館清流荘（短期入所、就労継続Ａ型）

【日中支援】
かもん・ゆ～す
（就労継続Ｂ型）

民生委員等

【緊急時の在宅医療】
訪問看護ステーション

そうげん

基幹相談支援センター
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菊愛会における緊急時の居住支援の提供について

現在、緊急時における居住支援については、①・②の指定短期入所において受入れを行っているが、例

えば、行動障害を有する障害児・者を受け入れた場合、さまざまなトラブルが想定されることから、本人の
自己決定を優先とした意思決定を家族と話し合い、ご本人の状況に応じ、下記の③・④の場も法人としては
提供していきたいところである。

①旅館清流荘（短期入所） ②サポートホームわらび（短期入所）

③つどいなっせ（シェルター） ④あおぞら、イズム（共同生活援助）

依頼

相談

相談支援事業所 菊池市－9



菊愛会における緊急時の居住支援時の対応について

法人内で地域生活支援拠点等検討会を立ち上げ、定期的に拠点の運用に関して様々な議論を行ってい
るところであるが、居住支援時（夜間）の職員配置に関しては、現在、法人各事業所のスタッフが当番制等
によって対応することを検討している。
緊急時における居住支援の対応については、職員配置上の課題であることが想定される。

１日目

２日目

３日目

相談支援事業所

要請 対応Ａ・Ｂ事業所職員

Ｃ・Ｄ事業所職員

Ｅ・Ｆ事業所職員

例えば、３日間居住支援を行う場合
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指定短期入所における居住支援について

①旅館清流荘（短期入所）について

②サポートホームわらび（短期入所）について

〇ニーズ

旅館の一部を短期入所として指定を受けているため、緊急
時に満床であっても、客室が空いていれば提供することが可
能である。また、温泉が湧き出ているため、他の事業所に無
いメリットがある。
〇課題点

旅館業（接客業）であるため、緊急的に行動障害等を有す
る障害児・者を受け入れることが極めて課題である。

〇ニーズ

短期入所、施設入所、生活介護（日中一時支援）が同一建
屋内にあるため、支援の状況把握がスムーズであり昼夜を
通しての支援体制が組みやすい
〇課題点

既に施設入所等を利用されている方が重度と高齢の方が
多く、更に強度行動障害者が多いため、本人にとって一時的
な居住の場所となりえるか懸念される。
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現在検討中の居住支援の場の提供について①

③つどいなっせ（シェルター）について

④あおぞら、イズム（共同生活援助）

〇ニーズ

風呂、トイレ、台所等が完備され、緊急時等の専用の建物
であるため、プライベートが守られる。また、居室が２部屋あ
るため、家族単位での利用が可能。
〇課題点

障害福祉サービス事業所ではないため、居住支援を行っ
た際の費用の算定ができない。

〇ニーズ

あおぞらについては、緊急時においても受入れ可能な共
有スペースがある。また、各棟に夜勤職員を配置しており、
手厚い見守りが可能。

イズムについては、若干数の空床があるため、体験宿泊と
して受け入れることが可能。
〇課題点

あおぞらは現在、満床であるため、居住支援を行った際の
費用の算定ができない、
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緊急時の居住支援の場として、スムーズな受け入れができるように法人全体の機能を有効活用したいと
考えており、現在、以下の法人内事業所が活用できるかを検討しているところ。

〇事業所名 養護老人ホーム
〇定員 ５０名

菊池市より２ケ所の養護老人ホームを移譲され、
現在も運営しているところであるが、利用者数が４
０名を切っており、定員割れが目立っている状況
である。今後、法人としてこの定員割れに対し、具
体的に空床をどう有効活用していくか検討してい
るところである。

現在検討中の居住支援の場の提供について②

例えば、養護老人ホームの定員を減らし、障害福祉サービスにおける短期入所の指定を受け、緊急時等
における居住支援の場として、提供を行うことができないか。

養護老人ホームの活用について
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今後の３年間目標について（案）
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地域生活支援拠点等における目標について

障害者の高齢化・重度化や親亡き後を見据え、障害者の地域生活を推進する観点から、
障害者が住み慣れた地域で安全、安心して暮らしていけるための居住支援や緊急時にお
ける障害児・者への受入れ及び専門性、体制づくり等を提供していくために、平成３０年～
３２年度の目標を以下のとおり設定する。

平成３０年度行動目標 成果目標

【①体制作り】
民生委員・児童委員へ拠点についての説明を行う。

【②費用面】

・共同生活援助、地域ふれあいホームつどいなっせを
居住支援の場として提供した際の費用を要求する。

・面的整備型（圏域）の運用に向け、予算等を含め、２
市２町へアプローチする。

【①、②共通】

・緊急時の居住支援における職員対応等についての
必要経費を算出する。

・今年度の運用によって見えてきた課題について振り
返り、菊池市へ提示する。

【①体制作り】

民生委員・児童委員へ拠点についての説明を行い、
理解を得る。
【②費用面】

・共同生活援助、地域ふれあいホームつどいなっせを
居住支援の場として提供した際の費用を確保する。

・面的整備型について、自立支援協議会等において予
算化に向けた協議を開始する。

【①、②共通】

・緊急時の居住支援における職員対応に係る費用を
確保する。

・見えてきた課題について２市２町が共有し、自立支援
協議会等において報告を行う。
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平成３１年度行動目標 成果目標

【①体制作り】

・短期入所等で対応が困難である医療的ケア児・者、
精神障害者等の対応についての有り方を検討する。

また、法人と連携している訪問看護ステーションへ緊
急時における在宅医療での対応を求め、協力体制を
構築する。

・面的整備型へ向け、２市２町へ緊急時における圏域
各事業所への協力体制を求めるための働きかけを依
頼する。

【②費用面】

３０年度多機能拠点整備型の運用を振り返り、必要と
考えられる費用について算出し、予算要求を行う。

【①、②共通】

３０年度多機能拠点整備型として運用した実績や課題
について２市２町へ示し、面的整備型運用の実現に向
け貢献する。

【①体制作り】

・対応が困難である医療的ケア児・者、精神障害者等
について、２市２町において協議を開始する。（医療機
関との連携等）

・面的整備型へ向け、行政と一体となって緊急時等に
おける圏域各事業所への協力体制を求める。

【②費用面】

３０年度多機能拠点整備型の運用を振り返り、必要と
考えられる費用を確保する。

【①、②共通】

３０年度多機能拠点整備型として運用した実績や課題
について２市２町、自立支援協議会等において共有し、
体制整備及び予算化を図る。
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平成３２年度行動目標 成果目標

【①体制作り】

・短期入所等で対応が困難な医療的ケア児・者、精神
障害者を受け入れることについて関心を持つ医療機
関へアプローチする。

・福祉圏域2市2町での障害版の地域包括ケアシステ
ムを進めて行く。

【②連携面】

第6次障害福祉計画及び第２次障害児計画での2市2
町の共通課題とした最終調整とする。

【①、②共通】

第6次障害福祉計画及び第2次障害児計画に共通した
計画性を盛り込んでいただく。

【①体制作り】

対応が困難な医療的ケア児・者、精神障害者を受け
入れる医療機関と協定を結ぶ。

【②連携面】

地域共生社会への活動計画づくり

【①、②共通】

２０２１年の地域共生社会への動きへの定着
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